
　令和６年度　広島県相談支援従事者初任者研修講義部分（eラーニング）、 

広島県サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修　応募要領　 

 

１　要旨・目的 

「広島県相談支援従事者初任者研修講義部分（eラーニング）」及び「広島県サービス管理責任者及び児童発

達支援管理責任者基礎研修」の研修の受講者を募集します。 

 

この研修は、個々のサービス利用者の障害特性及び生活実態に関する専門的な知識並びに個別支援計画を作

成・評価する技術等を持ち、他のサービス提供職員に対する指導的役割を果たす人材を育成するため、次の３

点を目的として開催します。 

 

(1)　障害児・者の福祉サービス提供のプロセスを学ぶ。　 

（利用者主体の生活を踏まえた一連の支援プロセスを理解し、個別支援計画の作成ができる。） 

(2)　障害児・者本人やその取り巻く環境のストレングスを大切にする。 

　　（本人の強みや環境の強みなどを活かす。その人らしさや人権の尊重が原則。） 

(3)　より良い支援を行うための連携の必要性を知るとともに、サビ・児管の果たすべき役割を理解する。 

　　（相談支援専門員をはじめ、他機関と共に、その人を支えていくチーム作りを行う。） 

 

※　今後、サビ管・児発管として配置予定がある場合で、平成 30 年度までにサービス管理責任者（分野別）及び

児童発達支援管理責任者の資格を取得され、更新研修を未受講の場合は、改めて基礎研修を受講する必要はあ

りません。11 月頃募集開始の実践研修をお申込みください。（《研修制度の改定について》を参照） 

 

２　実施主体及び研修事務局 

実施主体　　広島県 

研修事務局　社会福祉法人 尾道さつき会　 

 

３　実施方法　 

詳細は受講決定通知にてお知らせします。 

(1)　初任者研修講義部分　e ラーニングにて実施します。 

・配信期間内に研修動画を視聴し、課題レポートを提出します。 

・未視聴 及び課題レポート未提出の場合は、基礎研修は受講不可となります。 

※受講（視聴）状況は事務局にて確認します。 

 

 (2)  サビ管・児発管基礎研修 

ア  １日目（共通講義）　eラーニングにて実施します。 

・配信期間内に研修動画を視聴し、課題レポートを提出します。 

・未視聴 及び 課題レポート未提出の場合は、基礎研修（演習）は受講不可となります。 

※  受講（視聴）状況は事務局にて確認します。 

 

イ　演習２・３日目　演習は会場開催とします。概ね 9：30～17：30 で実施予定です。 

・受講決定通知において、指定する日程及び会場で受講してください。 



４　研修の種類 

受講推薦(申込)書は、次の(1)・(2)の研修のいずれか、または両方を選択してください。 

両研修は同日・同カリキュラムで実施しますが、受講要件が異なります。  

詳細は「受講要件」を確認してください。 

 

(1)　サービス管理責任者基礎研修 

指定障害福祉サービス事業所に配置されるサービス管理責任者の資格取得研修 
 

(2)  児童発達支援管理責任者基礎研修 

指定障害児入所施設及び指定障害児通所支援事業所に配置される児童発達支援管理責任者の資格取得研修 

 

５　研修日程 

この研修は、初任者研修講義部分 と 基礎研修（３日間）です。 

受講決定後の研修会場の変更はできません。 

 

６　事前課題について　 

基礎研修事前課題：ニーズ整理表 

この研修の受講には、事前課題の提出が必要です。 

指定期日までに課題の提出が無い場合は、受講不可となります。 

事前課題の詳細は、受講決定通知にてお知らせします。 

 

　受講決定後、尾道さつき会 HP 研修ページより事前課題に取り組む　 

　　 

　指定期日までに提出　 

 
研修名 日　程 会　場 受講定員

 
相談支援従事者初任者研修講義部分

 
講義部分

【配信期間】 
5 月 27 日（月）～6月 21 日

（金）
e ラーニング （700 名）

 
 

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者 基礎研修

 
共通講義 1 日目

【配信期間】 
6月5日（水）～6月25日（火）

e ラーニング （700 名）

 演 
習 
２ 
・ 
３ 
日 
目

会場① 7月 3 日（水）・4日（木）
広島産業会館西展示館　第１展示場 
（広島市南区比治山本町 16-31）

235 名

 
会場② 7月 9日（火）・10 日（水）

福山ビッグ・ローズ　Ａホール 
（福山市御幸町上岩成 476-5）

230 名

 
会場③ 7月 23 日（火）・24 日（水）

広島産業会館西展示館　第１展示場 
（広島市南区比治山本町 16-31）

235 名

 
演習会場について 
定員を超過した場合、会場変更をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

特定の会場のみを希望される方は、必ず理由を申込フォーム所定の欄にご記入ください。 

記入のない場合は、他の会場（日程）へ変更可能であると判断します。



７　受講要件 

　研修開始日 5月 27 日（月）までに、要件を満たしていない方は申込みできません。　 

　※　広島県内に在住または広島県内の事業所に勤務の方　 

 
(1)　サービス管理責任者基礎研修 

     次のアからオのすべてを満たす者であること。 

ア　指定障害福祉サービス事業所等においてサービス管理責任者として従事しようとする者 

イ　次の表に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を研修日までに有する者 

      ※　詳細は「サービス管理責任者の実務要件について(別紙１)」を参照してください。 

ウ　相談支援従事者初任者研修講義部分を修了した者（今年度は eラーニングで実施） 

エ　県が定める事前課題を自らが作成・提出し、実施主体による審査の上で受理された者 

オ　広島県内に本部若しくは支所・事業所を持つ法人（所属もしくは所属予定等の法人）からの推薦が 

得られる者。ただし、推薦法人は受講者の適正な研修受講に係る責任を負うこととする。 

※　個人からの申し込みは不可　 

 

(2)  児童発達支援管理責任者基礎研修 

次のアからオのすべてを満たす者であること。 

ア　指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事しようとする者 

イ　次の表に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を研修日までに有する者 

　　　※　詳細は「児童発達支援管理責任者の実務要件について(別紙２)」を参照してください。 

ウ　相談支援従事者初任者研修講義部分を修了した者（今年度は e ラーニングで実施） 

エ　県が定める事前課題を自らが作成・提出し、実施主体による審査の上で受理された者 

オ　広島県内に本部若しくは支所・事業所を持つ法人（所属もしくは所属予定等の法人）からの推薦が 

得られる者。ただし、推薦法人は受講者の適正な研修受講に係る責任を負うこととする。 

※　個人からの申し込みは不可 

 業務内容 年数

 
相談支援業務

３年 
（勤務日数：540日）

 
社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務

６年 
（勤務日数：1,080日）

 
社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務 
(社会福祉主事任用資格等の取得以前の勤務期間を通算してよい)

３年 
（勤務日数：540日）

 国家資格等による業務に通算３年以上従事している者による相談支援の

業務及び直接支援の業務 
(国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期で

も可)

（１年） 
（勤務日数：180日） 

国家資格による 
実務証明３年提出

 業務内容 年数

 
相談支援業務

３年 
（勤務日数：540日）

 
社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務

６年 
（勤務日数：1,080日）

 社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務 
(社会福祉主事任用資格等の取得以前の勤務期間を通算してよい)

３年 
（勤務日数：540日）

 国家資格等による業務に通算５年以上従事している者による相談支援の業

務 
及び直接支援の業務 
(国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも

可)

（１年） 
（勤務日数：180日） 

国家資格による 
実務証明５年提出



 

８　受講費用 

１人　21,000 円　 

確定額や振込先など詳細は、メールでお送りする「受講決定通知」にてお知らせしますので、受講決定後に 

お支払いください。受講決定通知書に記載の期日までに振込がなかった場合には受講不可とします。 

受講費用納入後は、いかなる場合も返金はできません。 

 

９　受講申込みについて 

(1)  申込み方法 

広島県ホームページに掲載の申込フォームより申し込んでください。 

郵送、FAX、持ち込みによる提出は受け付けません。 

 

(2)  必要書類 

必要様式は広島県ホームページに掲載しています。 

ア　講推薦（申込）書　　申込フォーム　 

 
イ　添付書類 

申込フォームの所定の欄に添付してください。 
提出物については漏れの無いように、必ず次の表で確認（☑）をした上で申し込んでください。 

 
留意事項

 
〇　期限までに必要書類未提出、また受講費用未納の場合は、受講不可とします。

 
〇　研修受講の申し込みは、法人単位のみで可能であり、個人からの申し込みは不可とします。

 
〇　研修受講前及び受講中に、退職等により研修受講等に係る責任を負う法人（事業所）からの推薦が 

得られなくなった場合には、受講者及び法人（事業所）に確認の上、受講不可とする場合があります。 

また、受講決定後に推薦法人を変更することはできません。

 〇　研修修了後に受講要件を満たさないことが発覚した場合は、修了証書を返却していただくことが 

あります。

 ◎　相談支援従事者初任者研修講義部分（eラーニング）研修修了後、講義部分の修了証書が交付されま

す。

 
申込フォーム／必要様式　掲載ページ URL 申込期限

 
広島県 障害者支援課 ホームページ 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/syonin06.html
5 月 22 日（水）17：00 まで

 
☑ 提出書類 提出形式

 
【全員提出】 

□
ア

【全員提出】　実務経験総括表　 様式 1  

　※イ　実務経験証明書の経歴を一覧にしてください。 Excel 形式

 【全員提出】 
要：代表者印 

□
イ

【全員提出】　実務経験証明書　 様式 2 　※任意の書式可 

（代表者印が必要）

PDF 形式  
□ ウ 【実務経験の証明に必要な場合】　資格証

 
□ エ 【合理的配慮を要する場合のみ】　合理的配慮申出書　 様式 3 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/syonin06.html


※  申込フォームの送信が完了したら、申込者メールアドレス宛のみに完了メールが自動返信されます。 

メールが届かない場合は、メールアドレスに誤りがある可能性がありますので、研修事務局まで連絡して

ください。連絡も無く、受講決定後に問い合わせがあった場合は、申込の受付はできません。必ず自動返信

される申込完了メールを確認してください。（ 研修事務局　TEL：082-275-5445 ） 

 

(3)  必要書類に関する留意事項 

 
□ オ

【修了証書の名前が異なる場合のみ】　戸籍抄本　 

(運転免許証や健康保険証等、公的に現在の名前を証明できる書類も可)

 
【過去に受講済

みの方は必ず

提出】 

□

カ

相談支援従事者 初任者研修 講義部分２日間 、 

または  初任者研修  修了証書の写し 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

【Ｃコース】を受講希望の方で、 
Ａコースを同時申込の方は申込フォームに☑を入れてください。

 
(ｱ)　申込フォーム　について 

◆受講要件及び広島県ホームページ掲載の資料を十分に確認した上で申し込んでください。 

◆添付書類の PDF 等データを、事前に（パソコンに）準備した上で入力開始してください 

◆申込フォームの記載をもって受講推薦(申込)書とします。 

◆記入必須の項目については、間違いや漏れの無いようにしてください。 

◆氏名の漢字、生年月日は 申込フォーム に記載のとおりに修了証書に印字されますので、 

間違いのないよう入力してください。 

◆メールアドレス記入欄は、間違いのないよう記載してください。 

 　@docomo.ne.jp @ezweb.ne.jp などの携帯キャリアメールでは、データを受け取れません。　 

◆連絡事項等があれば、備考欄に記入してください。

 
(ｲ)　添付書類 について（申込フォームに添付するもの） 

◆添付書類　ア　は Excel 形式のまま提出してください。（手書きの場合は PDF 形式） 

◆添付書類　イ～カ　は、原則 PDF 形式にて提出してください。 

※　必要書類が揃っていない場合は【不足書類申出書】を提出してください。 

不足書類は忘れないよう、必ず後日提出してください。

 
修了証書紛失等の場合は、以下の URL より研修修了証明書の申請手続きをしてください。 

「相談支援従事者研修・サビ児管研修の研修修了証明書の発行について」 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/saihakkou.html

 

ア　実務経験総括表

提出する実務経験証明書の経歴を一覧にし、必要な実務年数・日数を満

たしているかを確認してください。総括表はご自身で記入していただいて

結構です。

 

イ　実務経験証明書 

（代表者印必要）

・　代表者印の押印が無いものは無効です。勤務先に証明を依頼してくだ

さい。 

記載内容が同等であれば任意の様式で構いません。 

Word 形式のまま添付しないでください。 

・　国家資格[実務 1 年]で申込をされる方は、国家資格取得後の従事証明

を提出してください。 

サビ管希望者→３年以上提出・児発管希望者→５年以上提出

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/saihakkou.html


 

10　受講決定 

受講が決定した場合は、「受講決定通知」をメールにてお送りいたします。 

※　メールが届かない場合は、必ず研修事務局まで連絡してください。（ 研修事務局　TEL：082-275-5445 ） 

 

11　問い合わせ 

申込みや研修受講に関する問い合わせは、研修事務局にしてください。 

問い合わせの内容によっては、県から折り返し連絡をする場合があります。 

　 毎年問い合わせが非常に多く、電話がつながりにくくなっております。 

応募要領及び広島県ホームページを確認いただいたうえで、お問い合わせいただきますようお願いします。 

 

12　テキストについて（初任者研修講義部分 e ラーニング）【B コースのみ】 

この研修では、中央法規出版の「障害者相談支援従事者研修テキスト 初任者研修編」を使用します。 

お持ちでない方は購入してください。 

 

ウ　資格証

別紙の[実務要件について(※3)(※4)]に記載の資格証を提出してくださ

い。 

●「児童指導員」として登録している場合（証明書類の無い方） 

⇒　実務経験総括表／実務経験証明書に「児童指導員」と記入 

●「公認心理士」は当研修の資格に該当しない 

⇒　大学や大学院の履修課程によっては、児童指導員任用資格者と認められ

る[卒業証書や履修科目がわかる書類を提出してください]

 
受講決定通知日 方法

 
5 月 31 日(金)までに 
メールで通知します

 申込者メールアドレス 及び 受講者本人アドレス へメールします。

 
問い合わせ先 電話番号／受付時間 メールアドレス

 
社会福祉法人 尾道さつき会　

研修事務局

082-275-5445 

平日　9:00～17:00
web@satukikai.com

 詳細は「初任者研修テキストについて」をご覧ください。

 
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/syonin06.html

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/syonin06.html


13　修了証書 

次の(1)及び(2)を満たす者に修了証書を交付します。 

　　(1)  広島県が受講を認めた者のうち、所定のカリキュラムの全科目を修了した者 

　　(2)  全ての課題を研修事務局へ期日までに提出をし、内容が適当と認められた者 

　　課題未提出等、県が適当でないと判断した場合は、修了証書の交付はできません。　 
 

14　その他 

(1)  遅刻について 
【演習会場での研修時】 

講義の開始から 30 分以上遅れた者は欠席とみなし、それ以降の講義を受講不可とします。 

ただし公共交通機関の乱れ等、県がやむを得ない事情であると判断する場合を除く。 

遅刻・欠席の場合は、必ず研修事務局へ連絡してください。 

 

ア　30 分以内の遅刻 

　　　 講義の進行状況によって、受講していない時間の補完の必要がある場合、追加課題をお願いすることが 

あります。 

イ　30 分以上の遅刻 

原則として欠席とみなします。遅れる場合は、すみやかに事務局へ連絡してください。聞き取りの上 、

受講の可否を決定させていただきます。受講していない時間の補完の必要がある場合、追加課題をお願い

することがあります。 

 

(2)  虚偽の申込や他人の作成した課題の複製等、県が悪質と判断した場合は、当該研修の受講及び修了は認め

ません。また、不適正と決定した事案は、当該事業所等を指導する関係機関に情報提供します。 

(3)  個人情報は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）の規定に基づき、適切に取り扱い

ます。 

(4)  修了者については、広島県が修了者名簿を作成・管理し、市町等から照会があった場合には、必要に応じ

て情報提供します。 


